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京丹後市が行った一般競争入札によって落札に至らなかった市有地の売払いに

ついて、地方自治法施行令第 167条の 2の第 1項第 8 号の規定に基づき、先着順

の随意契約による売払いをします。 

売払いを希望する方は、次の各事項をご承知のうえ、物件の売払申込書等を提

出してください。なお、先着順での受付となりますので、すでに売払済となった

場合はご容赦ください。 

 記 

 
（１）売払物件 

物件番号 所在地    公簿地目 
公簿地積 

（実測面積） 
最低売払価格 

1 
京丹後市大宮町善王寺 
小字赤坂谷 10370番 15 

雑種地 
270㎡ 

（270.23㎡ 
2,430,000円 

ア （２）売払物件位置図、（３）売払物件測量図をご参照ください。 

イ 売払物件は、現況有姿で買受人に引渡します。 

ウ 売払物件の北側に位置する道路は、市道に認定されていません。 

エ 売払物件は、京都府建築基準法施行条例（昭和 35 年条例第 13号）に規

定される「がけ」の影響を受ける範囲があり、建築物の安全を図る趣旨で

制限があります。 

 
京都府建築基準法施行条例（昭和 35年条例第 13号）抜粋 

(崖に近接する建築物) 

第６条 高さ 2メートルを超える崖に近接して建築物を建築するときは、当該建築物と

崖との間に、崖の上にあっては崖の下端から、崖の下にあっては崖の上端から、崖の

高さの 2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

(１) 次号に規定する建築物を建築する場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該

当するとき。 

ア 崖面が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和 37 年政令第 16 号。以下「宅造

令」という。)第 8条第 1項第１号イからハまでのいずれかに該当するとき。 

イ 崖面が鉄筋コンクリート造又は間知石練積み造その他これらに類する構造の擁壁

で、宅造令第 9 条から第 12 条までに規定する技術的基準に適合するものにより保護

されたとき。 

ウ 崖の上に建築物を建築する場合で、当該建築物の基礎を鉄筋コンクリート造の布基

礎その他これに類するものとし、かつ、崖の下端から 30 度の角度をなす面の下方に

当該基礎の底(杭基礎にあつては、杭の先端)を設けたとき。 

エ 崖の下に建築物を建築する場合で、次のいずれかに該当するとき。 

(ア) 当該建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(崖の崩壊(崖である土地が崩壊す

る自然現象をいう。以下同じ。)による衝撃が作用すると想定される部分に限る。以

下「外壁等」という。)が、当該衝撃が作用した場合においても破壊を生じない構造

方法を用いるものであるとき。 

(イ) (ア)に規定する構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有する門又は塀を、

崖の崩壊により当該建築物の外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設け

たとき。 

 

 

１ 売払物件 
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（２）売払物件位置図 

 
 
（３）売払物件測量図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

２ 申込者の資格 
 
売払申込ができる者は、個人又は法人です。共有名義の申込みも可能です。

ただし、次のいずれかに該当する者は、除きます。 

京丹後市立大宮第一小学校 

売払物件 
至 長岡 

京丹後市大宮自然運動公園 

市営住宅余部団地 

物件番号１ 

至 長岡 

市道余部線 
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（１）申込日において 18歳未満の者。 

（２）市内に住所を有しない個人。（市内に住所を有しないが、売払物件を落札し

た場合に当該売払物件に自ら居住し、又は利用する予定の個人を除く。） 

（３）市へ納付すべき税の滞納がある者。 

（４）売払物件を３ 売払物件の指定用途に反して利用しようとする者。 

（５）成年被後見人など契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者。 

（６）地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当し市の入札に

参加させない措置を受けた者で、 
○地方自治法施行令 

第 167条の 4第 2項 普通地方公共団体は、一般競入札に参加しようとする者が次の各

号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定め

て一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされて

いる者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として

使用したとき。 

（７）地方自治法第 238条の 3 第 1項に規定する公有財産に関する事務に従事す

る京丹後市の職員。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2条第 2号から第 6 号までに規定する者その他反社会的団体及びこれら

の構成員並びにこれらの者から委託を受けた者。 

（９）売払実施要領に定める提出書類等に故意に虚偽記載した者。 

 

３ 売払物件の指定用途 
 
売払物件の指定用途は、次のいずれかに該当する用途に使用しないことを条

件とします。なお、買受人は、売払物件を譲渡する場合又は使用収益権を設定

する場合、前述の条件を第三者に承継してください。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122

号）第 2条第 1項各号に掲げる風俗営業及び同条第 5項に規定する性風俗

関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）

第 2条第 2号から第 6 号までに規定する方、その他反社会的団体及びそれ

らの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途 

（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 2条に規

定する廃棄物を処理するための用途 
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（４）公序良俗に反する用途又は公共の福祉に反する用途 

（５）その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定する用途 

 

４ 売払実施要領の配付 
 
（１）配付期間 

土日、祝日を除く平日 午前 9時 00分から午後 4時 30分まで 

（正午から午後 1時までの間を除く。） 

（２）配付場所 

総務部 財産活用課（峰山庁舎 2階） 

市ホームページからもダウンロードできます。 

https://www.city.kyotango.lg.jp 

 

５ 売払申込み 
 
（１）申込方法  

ア 持参の場合 

総務部 財産活用課（峰山庁舎 2 階）に申込書類一式を持参してくださ

い。 

イ 郵送の場合 

総務部 財産活用課へ申込書類一式を簡易書留で郵送してください。 

＜送付先＞ 

〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷 889番地  

京丹後市役所 総務部財産活用課 宛 

（２）申込期間 

土日、祝日を除く平日  

（３）受付時間 

午前 9時 00分から午後 4時 30分まで 

（正午から午後１時までの間を除く。） 

※受付開始時間より早く到着した場合でも、その到着時刻による先後は

設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。 

※同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により申込者を決定します。

なお、郵送による場合は、到着日の午後 4時 30分を受付日時とします。 

（４）申込書類 

ア 売払実施要領の様式を使用し、必要な関連書類を全て提出してください。

なお、個人、法人で提出する書類が異なります。 

イ 共有者連名で申込みの場合は、共有者の関連書類の提出が必要です。 

ウ 申込書類の作成等に要する経費は買受希望者の負担となります。 

エ 提出した申込書類の修正等はできません。ただし、上記の申込期間内で

あれば、申込書類一式を一旦取り下げたうえで、改めて提出することは可

能です。 
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個人の申込書類 各１部 

様式の別 書類名称等 

様式 1 ・先着順市有地売払申込書（以下「売払申込書」という。） 

関連書類 ・印鑑証明書（発行後、３か月以内のもの） 

様式 3 
・誓約書 

※売買契約の締結は、先着順市有地売払申込書に記載された買受希望

者名で行います。 

関連書類 ・身分証明書（発行後、３か月以内のもの） 
※成年被後見人及び破産者でない証明書 

関連書類 ・納税証明書(市税の滞納がない証明) （発行後、３か月以内のもの） 

法人の申込書類 各１部 

様式の別 書類名称等 

様式 1 ・売払申込書 

関連書類 ・登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（発行後、３か月以内のもの） 

関連書類 ・印鑑証明書（発行後、３か月以内のもの） 

様式 2 
・役員一覧表 
 ※役員の氏名について、法人登記簿の変更手続きが完了していない場

合は、提出時点の役員氏名を記載してください。 

様式 3 
・誓約書 

※売買契約の締結は、先着順市有地売払申込書に記載された買受希望

者名で行います。 

関連書類 ・納税証明書(市税の滞納がない証明) （発行後、３か月以内のもの） 

       

６ 売払物件の現地説明 
  

売払物件の現地説明は行いません。買受希望者は、物件調書等を確認したう

えで、現地及び法令等を十分に調査し申し込みをしてください。 

 

７ 買受人の決定 
 
（１）「先着順市有地売払申込書」の受付後、書類審査等により買受資格の有無を

確認し、資格を有すると判断した後に買受人と決定します。また、同時に

申込みがあった場合は、複数申込者全員による抽選により申込者を決定し

ます。ただし、書類の内容や添付書類に不備がある場合は、受付をするこ

とができません。 

（２）買受資格がないと決定した者であっても、後日、買受資格を有することが

確認できる場合には、再度、申込みを行うことができます。なお、故意に

虚偽の申込みをしたことなど不誠実な事実が判明した場合は、３年間市有

地の売払いへの申込みはできません。 

 

８ 売買契約の締結 
 
（１）売買契約は、売払決定後概ね 7 日以内に買受希望者の名義で締結を予定し

ています。なお、共有名義で申込みの場合は、共有者全員の名義で締結し

ます。 

（２）売買契約書（市提出用の１部）に貼付する収入印紙、売買契約の締結及び 
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履行に必要な一切の費用等は買受人の負担となります。 

（３）契約書は、様式 4「市有財産売買契約書（案）」を使用します。 

 

９ 買戻特約 
 
（１）市は、買受人が３ 売払物件の用途指定に違反した場合は、売払物件の買

戻しをする場合があります。買戻しができる期間は、所有権移転日から１

０年間です。 

（２）市は、所有権移転登記と同時に１０年間の買戻特約登記を行います。 

   ただし、共有名義で申込みをした場合で、売払物件の管理・責任を明確に

する観点から買受人が取得後に分筆登記を行う場合は、買戻特約登記を行

わない場合があります（契約締結までに、売払物件の利用計画図等の提出

が必要となります）。 

（３）買戻期間満了後、買受人又は所有権の承継者の申請により市は、買戻権抹

消登記を行ないます。 

このとき、必要な登録免許税等一切の費用は、買受人又は所有権の承継者

の負担となります。 

 

１０ 売買代金の納入 
 

売買代金は、契約締結日又はその翌日（翌日が土曜日の場合は、月曜日）に

一括で納入してください。なお、市が発行する納入通知書を用いるものとし、

下記の取扱金融機関のいずれかで納付してください。 

［取扱金融機関］ 

株式会社京都銀行    但馬信用金庫 

京都北都信用金庫    京都府信用漁業協同組合連合会 

京都農業協同組合    株式会社ゆうちょ銀行 

 

１１ 所有権の移転と物件の引渡し 
 
（１）所有権の移転 

ア 売払物件の所有権は、売買代金全額の支払いがされたときに買受人に移

転します。 

イ 所有権移転登記事務は、市が行いますが、移転登記に必要な登録免許税

その他すべての経費は、買受人の負担となります 

ウ 所有権移転登記の所有者は、買受希望者の名義で行います。 

（２）物件の引渡し 

売払物件の所有権が移転したときに、買受人に現状有姿で引き渡します。 

 

１２ 土地購入費用及び公租公課等 
 
次の費用等は、買受人の負担となります。 

（１）売買代金 

（２）売買契約書に貼付する収入印紙 

（３）土地所有権移転登記に必要な住民票の写し及び登録免許税 
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（４）所有権移転後、買受人に賦課される公租公課 

〔参考：固定資産評価額〕 

物件番号 所在地    公簿地目 地積 固定資産評価額 

1 
京丹後市大宮町善王寺 
小字赤坂谷 10370番 15 

雑種地 
270㎡ 

（270.23 ㎡ 
1,539,000円 

 ※上欄記載の評価額は令和 6年度のものです。 

 

１３ 契約不適合責任（消費者契約法関係） 
   

 物件調書の記載内容は、６ 売払物件の現地説明において売払申込前に確認

をしていただくこととなっています。また、買受人が消費者契約法（平成 12

年法律第 61号）第 2条第 1項に規定する消費者の場合と消費者以外の場合で用

いる契約条文が変わります。 

（１）買受人が、消費者契約法第 2条第 1項に規定する消費者の場合 

 【様式 4「市有財産売買契約書（案）」から抜粋】 

第 10条 引き渡された契約物件が物件調書の記載に適合しないものである

ときは、甲は、乙に対し、引渡しの日から２年間に限り民法（明治２０ 年

法律第８９号）第５６２条から第５６４条までの規定に基づく契約不適合

の責任を負う。 

（２）買受人が、消費者契約法第 2条第 1項に規定する消費者以外の場合 

 【様式 4「市有財産売買契約書（案）」から抜粋】 

第 10条 乙は、本契約締結後、契約物件が物件調書の記載に適合しないこと

を発見しても、履行の追完、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は

契約の解除をすることができない。 

 

１４ その他の注意事項 
 
（１）売払実施要領の定めのない事項は、地方自治法、同法施行令、京丹後市公

有財産規則、京丹後市契約規則等の関連諸法令に定めるところにより処理

します。 

（２）売買契約において使用する通貨は、日本国通貨に限ります。 

（３）買受人は、売払物件の所有権移転前に売払物件に係る権利義務を第三者に 

譲渡することはできません。  
 

１５ スケジュール 
 

（１）売払申込み   随時 

（２）契約締結    売払決定後、概ね 7日以内 

（４）売買代金の納入 一括納付 契約締結日又はその翌日 

 

※ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 

■お問い合わせ先  京丹後市 総務部 財産活用課 ℡ 0772-69-0080（直）  


